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１ 議   題 ２ 会 議 結 果 

 

（１）再調査の方針について 

 

（２）その他 

 

 

（１） 

・学校・教育委員会の対応に重

きを置いて調査を進める。 

・学校・教育委員会・原調査委

員会の提供資料の不足を精査

し、再提供を求める。 

 

（２） 

・特になし 

議 事 の 経 過           別紙「議事の要旨」のとおり 傍聴者数   ０ 名 

会 議 資 料           別紙のとおり 

 

 議事のてん末・概要に相違なきことを証するため、ここに署名する。 

 令和６年 ９月２０日 

議長(委員長・会長)の署名                宮﨑 裕悟        

議長に代わる者の署名                             

（議長が欠けたときのみ） 
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議 事 の 要 旨 

議 題 ・ 発 言 内 容 ・ 決 定 事 項                   

１ 開会 

２ 議事 

（１）再調査の方針について 

＜委員会＞ 

（宮﨑委員長）・要望書や請願に対応する形で調査の範囲を確定すべきではないか。 

・評価の問題・原調査委員会の裁量の範囲に係る事項については、追加調査は不

要ではないか。 

（中井委員）・いじめ重大事態調査における調査手続きの適切性について調査すべきはない

か。 

（桑原委員）・教育委員会に対し、原調査委員会の資料について、本委員会への未提出分があ

れば提供を受け、資料がない場合は、その旨の回答を求める。 

・被害生徒のメンタル面の配慮を最優先した調査の方法とすべきである。 

（関根委員）・懲戒処分や教育長の役割に関する法的根拠を整理する必要がある。 

（上原委員）・学校・教育委員会の提出資料で不足が見受けられ、精査後、提供を求める。 

＜決定＞ 

①いじめ行為の内容や不登校の原因については、原調査委員会において調査が尽くされている

と考え、再調査委員会としては、学校・教育委員会の対応に重きを置いて調査を進める。 

②次回の会議までに、各資料を再度精査し追加調査の可否、調査の方法を検討する。 

  ③次回の会議について 

９月２５日（水）１９時 

（２）その他 

＜事務局＞ 

  委員報酬について、報告書等の作成作業の具体例を挙げて、支払基準を説明した。 

３ 閉会 




